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独 立 行 政 法 人 水 資 源 機 構 理 事 長   殿  

 

                                                農 林 水 産 事 務 次 官 依 命 通 知  

 

（ 通 則 ）  

第 １  独 立 行 政 法 人 水 資 源 機 構 法（ 平 成 1 4年 法 律 第 1 8 2号 。以 下「 機 構 法 」と い う 。）

第 1 2条 に 規 定 す る 業 務 に 要 す る 経 費 の う ち 、 か ん が い 排 水 事 業 に 係 る も の の

交 付 に 関 し て は 、 補 助 金 等 に 係 る 予 算 の 執 行 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 3 0

年 法 律 第 1 7 9号 。 以 下 「 適 正 化 法 」 と い う ｡ )、 補 助 金 等 に 係 る 予 算 の 執 行 の 適

正 化 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 昭 和 3 0年 政 令 第 2 5 5号 。 以 下 「 適 正 化 法 施 行 令 」 と

い う ｡ )、 独 立 行 政 法 人 水 資 源 機 構 法 施 行 令 （ 平 成 1 5年 政 令 第 3 2 9号 ） 及 び 農 林

畜 水 産 業 関 係 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 昭 和 3 1年 農 林 省 令 第 1 8号 。 以 下 「 規 則 」 と

い う 。 ） の 規 定 に よ る ほ か 、 こ の 要 綱 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 

（ 交 付 の 対 象 及 び 補 助 率 ）  

第 ２  機 構 法 第 3 5条 の 規 定 に よ る 補 助 金 は 、 独 立 行 政 法 人 水 資 源 機 構 法 施 行 令 第

5 3条 第 ３ 項 の 農 林 水 産 大 臣 （ 以 下 「 大 臣 」 と い う 。 ） が 財 務 大 臣 と 協 議 し て

定 め る 割 合 を 別 に 通 知 す る 。  

 ２  機 構 法 第 1 2条 第 １ 項 第 ５ 号 に 基 づ き 実 施 す る 事 業 計 画 検 討 調 査 、 洪 水 調 節

機 能 検 討 調 査 及 び 権 利 設 定 等 事 業 に 係 る 補 助 金 の 割 合 は 、 1 0 / 1 0以 内 と す る 。 

 

（ 申 請 手 続 ）  

第 ３  規 則 第 ２ 条 の 大 臣 が 別 に 定 め る 申 請 書 類 に 関 す る 事 項 は 、 別 記 様 式 第 １ 号

に よ る 交 付 申 請 書 の と お り と し 、 独 立 行 政 法 人 水 資 源 機 構 （ 以 下 「 機 構 」 と

い う 。 ） は 、 補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る と き は 交 付 申 請 書 を 大 臣 に 提 出

し な け れ ば な ら い 。  

２  前 項 の 申 請 書 に は 適 正 化 法 施 行 令 第 ３ 条 第 ２ 項 の 書 類 を 添 付 す る こ と を 要

し な い 。  

 

（ 交 付 申 請 書 の 提 出 期 限 ）  

第 ４  規 則 第 ２ 条 の 大 臣 が 別 に 定 め る 交 付 申 請 書 の 提 出 期 限 は 、 農 林 水 産 省 農 村

振 興 局 長 が 別 に 通 知 す る 日 ま で と す る 。  

 

（ 交 付 決 定 の 通 知 ）  



第 ５   大 臣 は 、第 ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 交 付 申 請 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、審 査 の

上 、 補 助 金 を 交 付 す べ き も の と 認 め た と き は 速 や か に 交 付 決 定 を 行 い 、 機 構

に 対 し そ の 旨 を 通 知 す る も の と す る 。  

 ２  第 ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 交 付 申 請 書 が 到 達 し て か ら 当 該 申 請 に 係 る 前 項 の

規 定 に よ る 交 付 決 定 の 通 知 を 行 う ま で に 通 常 要 す べ き 標 準 的 な 期 間 は 、 １ 月

と す る 。  

 

（ 申 請 の 取 下 げ ）  

第 ６  機 構 は 、 第 ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 交 付 申 請 を 取 り 下 げ よ う と す る と き は 、

第 ５ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 交 付 決 定 の 通 知 を 受 け た 日 か ら 起 算 し て 1 5日 以 内 に

そ の 旨 を 記 載 し た 取 下 書 を 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 契 約 等 ）  

第 ７  機 構 は 、 補 助 事 業 の 実 施 に 当 た っ て は 、 公 共 工 事 の 品 質 確 保 の 促 進 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 1 7年 法 律 第 1 8号 ） に の っ と り 、 経 済 性 に 配 慮 し つ つ 価 格 以 外 の

多 様 な 要 素 を も 考 慮 し 、 価 格 及 び 品 質 が 総 合 的 に 優 れ た 内 容 の 契 約 を 行 い 、

工 事 の 品 質 の 確 保 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 計 画 変 更 、 中 止 又 は 廃 止 の 承 認 ）  

第 ８  機 構 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 あ ら か じ め 別 記 様 式 第 ２

号 に よ る 変 更 等 承 認 申 請 書 を 大 臣 に 提 出 し 、 そ の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な

い 。  

( 1 )  補 助 対 象 経 費 の 区 分 ご と の 配 分 さ れ た 額 を 変 更 し よ う と す る と き 。 た だ  

し 、 第 ９ に 規 定 す る 軽 微 な 変 更 を 除 き 、 補 助 金 の 増 額 を 伴 う 変 更 を 含 む 。  

( 2 )  補 助 事 業 の 内 容 を 変 更 し よ う と す る と き 。 た だ し 、 第 ９ に 規 定 す る 軽 微  

な 変 更 を 除 く 。  

( 3 )  補 助 事 業 を 中 止 し 、 又 は 廃 止 し よ う と す る と き 。  

２  機 構 は 、 前 項 各 号 に 定 め る 場 合 の ほ か 、 補 助 金 額 の 減 額 を 伴 う 変 更 を し よ

う と す る と き は 、 前 項 に 準 じ て 大 臣 の 承 認 を 受 け る こ と が で き る 。  

３  大 臣 は 、 前 ２ 項 の 承 認 を す る 場 合 に お い て 、 必 要 に 応 じ 交 付 決 定 の 内 容 を

変 更 し 、 又 は 条 件 を 付 す る こ と が で き る 。  

 

（ 軽 微 な 変 更 ）  

第 ９  規 則 第 ３ 条 第 １ 号 イ 及 び ロ の 大 臣 が 別 に 定 め る 軽 微 な 変 更 は 、 次 に 掲 げ る

変 更 以 外 の 変 更 と す る 。  

( 1 )  事 業 相 互 間 の 経 費 の 額 の 流 用  

( 2 )  事 業 ご と に 次 に 掲 げ る 変 更  

イ  建 設 費 の う ち 、 種 目 別 の 事 業 費 の 3 0パ ー セ ン ト を 越 え る 増 減  

ロ  工 事 費 の う ち 工 種 別 の 事 業 費 の 3 0パ ー セ ン ト を 越 え る 増 減  



ハ  建 設 事 業 事 務 費 へ の 流 用 に よ る 建 設 費 の 減  

ニ  一 般 管 理 費 へ の 流 用 に よ る 建 設 費 又 は 建 設 事 業 事 務 費 の 減  

 

（ 事 業 遅 延 の 届 出 ）  

第 1 0  機 構 は 、 補 助 事 業 が 予 定 の 期 間 内 に 完 了 す る こ と が で き な い と 見 込 ま れ る

場 合 又 は 補 助 事 業 の 遂 行 が 困 難 と な っ た 場 合 に お い て は 、 速 や か に 別 記 様 式

第 ３ 号 に よ る 遅 延 届 出 書 を 大 臣 に 提 出 し 、そ の 指 示 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 

 ２  前 項 の 場 合 の う ち 、 歳 出 予 算 の 繰 越 し を 必 要 と す る 場 合 に お い て は 、 必 要

事 項 を 記 載 し た 繰 越 承 認 申 請 書 の 提 出 を も っ て 前 項 の 届 出 書 の 提 出 に 代 え る

こ と が で き る 。  

 

（ 状 況 報 告 ）  

第 1 1  機 構 は 、 補 助 金 の 交 付 決 定 に 係 る 年 度 の 1 2月 末 日 現 在 に お い て 、 別 記 様 式

第 ４ 号 に よ り 事 業 遂 行 状 況 報 告 書 を 作 成 し 、 当 該 年 度 の １ 月 末 ま で に 大 臣 に

提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 別 記 様 式 第 ５ 号 に よ り 概 算 払 請 求 書 を 提

出 し た 場 合 は 、 こ れ を も っ て 事 業 遂 行 状 況 報 告 書 に 代 え る こ と が で き る も の

と す る 。  

 ２  前 項 に よ る 報 告 の ほ か 、 大 臣 は 、 事 業 の 円 滑 な 執 行 を 図 る た め 必 要 が あ る

と 認 め る と き は 、 機 構 に 対 し て 当 該 補 助 事 業 の 遂 行 状 況 に つ い て 報 告 を 求 め

る こ と が で き る 。  

 

（ 概 算 払 ）  

第 1 2  機 構 は 、補 助 金 の 全 部 又 は 一 部 に つ い て 概 算 払 を 受 け よ う と す る 場 合 に は 、

別 記 様 式 第 ５ 号 の 概 算 払 請 求 書 を 大 臣 及 び 官 署 支 出 官 （ 農 林 水 産 省 大 臣 官 房

予 算 課 経 理 調 査 官 ） に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

   な お 、 概 算 払 は 、 予 算 決 算 及 び 会 計 令 （ 昭 和 2 2年 勅 令 第 1 6 5号 ） 第 5 8条 た だ

し 書 に 基 づ く 財 務 大 臣 と の 協 議 が 調 っ た 以 降 に 、 協 議 が 調 っ た 範 囲 で 行 う も

の と す る 。  

 

（ 実 績 報 告 ）  

第 1 3  規 則 第 ６ 条 第 １ 項 の 別 に 定 め る 実 績 報 告 書 は 、 別 記 様 式 第 ６ 号 の と お り と

し 、 機 構 は 、 補 助 事 業 が 完 了 し た と き （ 第 ８ 第 １ 項 に よ る 廃 止 の 承 認 が あ っ

た と き を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） は 、 そ の 日 か ら １ 月 を 経 過 し た 日 又 は 翌 年 度 の

４ 月 1 0日 の い ず れ か 早 い 日 ま で に 、 実 績 報 告 書 を 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら

な い 。  

 ２  機 構 は 、補 助 事 業 の 実 施 期 間 内 に お い て 、国 の 会 計 年 度 が 終 了 し た と き は 、

翌 年 度 の ４ 月 3 0日 ま で に 別 記 様 式 第 ７ 号 に よ り 作 成 し た 年 度 終 了 実 績 報 告 書

を 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 



（ 補 助 金 の 額 の 確 定 等 ）  

第 1 4  大 臣 は 、 第 1 3第 １ 項 の 規 定 に よ る 報 告 を 受 け た 場 合 に は 、 実 績 報 告 書 等 の

書 類 の 審 査 及 び 必 要 に 応 じ て 現 地 調 査 等 を 行 い 、 そ の 報 告 に 係 る 補 助 事 業 の

成 果 が 交 付 決 定 の 内 容 及 び こ れ に 付 し た 条 件 に 適 合 す る と 認 め た と き は 、 交

付 す べ き 補 助 金 の 額 を 確 定 し 、 機 構 に 通 知 す る も の と す る 。  

 ２  大 臣 は 、 機 構 に 交 付 す べ き 補 助 金 の 額 を 確 定 し た 場 合 に お い て 、 既 に そ の

額 を 超 え る 補 助 金 が 交 付 さ れ て い る と き は 、 そ の 超 え る 部 分 の 補 助 金 の 返 還

を 命 ず る も の と す る 。  

 ３  前 項 の 補 助 金 の 返 還 期 限 は 、 当 該 命 令 の な さ れ た 日 か ら 2 0日 以 内 と し 、 期

限 内 に 納 付 が な い 場 合 は 、 未 納 に 係 る 金 額 に 対 し て 、 そ の 未 納 に 係 る 期 間 に

応 じ て 年 利 1 0 . 9 5パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 延 滞 金 を 徴 す る も の と す る 。  

 

（ 額 の 再 確 定 ）  

第 1 5  機 構 は 、 第 1 4第 １ 項 の 規 定 に よ る 額 の 確 定 通 知 を 受 け た 後 に お い て 、 補 助

事 業 に 関 し 、 違 約 金 、 返 還 金 、 保 険 料 そ の 他 の 補 助 金 に 代 わ る 収 入 が あ っ た

こ と 等 に よ り 補 助 事 業 に 要 し た 経 費 を 減 額 す べ き 事 情 が あ る 場 合 は 、 大 臣 に

対 し 当 該 経 費 を 減 額 し て 作 成 し た 実 績 報 告 書 を 第 1 3第 １ 項 に 準 じ て 提 出 す る

も の と す る 。  

 ２  大 臣 は 、 前 項 に 基 づ き 実 績 報 告 書 の 提 出 を 受 け た 場 合 は 、 第 1 4第 １ 項 に 準

じ て 改 め て 額 の 確 定 を 行 う も の と す る 。  

 ３  第 1 4第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 の 規 定 は 、 前 項 の 場 合 に 準 用 す る 。  

 

（ 交 付 決 定 の 取 消 等 ）  

第 1 6   大 臣 は 、第 ８ 第 １ 項 第 ３ 号 の 規 定 に よ る 補 助 事 業 の 中 止 又 は 廃 止 の 申 請 が あ

っ た 場 合 及 び 次 に 掲 げ る 場 合 に は 、 第 ５ の 規 定 に よ る 交 付 決 定 の 全 部 若 し く

は 一 部 を 取 り 消 し 、 又 は 変 更 す る こ と が で き る 。  

( 1 )  機 構 が 、 法 令 、 本 要 綱 又 は 法 令 若 し く は 本 要 綱 に 基 づ く 大 臣 の 処 分 若 し

く は 指 示 に 違 反 し た 場 合  

( 2 )  機 構 が 、 補 助 金 を 本 事 業 以 外 の 用 途 に 使 用 し た 場 合  

  ( 3 )  機 構 が 、 補 助 事 業 に 関 し て 、 不 正 、 事 務 手 続 き の 遅 延 、 そ の 他 不 適 当 な

行 為 を し た 場 合  

  ( 4 )  交 付 の 決 定 後 生 じ た 事 情 の 変 更 等 に よ り 、 補 助 事 業 の 全 部 又 は 一 部 を 継

続 す る 必 要 が な く な っ た 場 合  

 ２  大 臣 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 取 消 し を し た 場 合 に お い て 、 既 に 当 該 取 消 し に

係 る 部 分 に 対 す る 補 助 金 が 交 付 さ れ て い る と き は 、 期 限 を 付 し て 当 該 補 助 金

の 全 部 又 は 一 部 の 返 還 を 命 ず る も の と す る 。  

 ３  大 臣 は 、 第 １ 項 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で の 規 定 に よ る 取 消 し を し た 場 合 に お

い て 、 前 項 の 返 還 を 命 ず る と き は 、 そ の 命 令 に 係 る 補 助 金 の 受 領 の 日 か ら 納

付 の 日 ま で の 期 間 に 応 じ て 、年 利 1 0 . 9 5パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 加 算 金 の



納 付 を 併 せ て 命 ず る も の と す る 。  

 ４  第 ２ 項 の 規 定 に よ る 補 助 金 の 返 還 及 び 前 項 の 加 算 金 の 納 付 に つ い て は 、 第

1 4第 ３ 項 の 規 定 を 準 用 す る 。  

 

（ 財 産 の 管 理 等 ）  

第 1 7  機 構 は 、 補 助 対 象 経 費 （ 補 助 事 業 を 他 の 団 体 に 実 施 さ せ た 場 合 に お け る 対

応 経 費 を 含 む 。 ） に よ り 取 得 し 、 又 は 効 用 の 増 加 し た 財 産 （ 以 下 「 取 得 財 産

等 」 と い う 。 ） に つ い て は 、 補 助 事 業 の 完 了 後 に お い て も 、 善 良 な 管 理 者 の

注 意 を も っ て 管 理 し 、 補 助 金 交 付 の 目 的 に 従 っ て 、 そ の 効 率 的 運 用 を 図 ら な

け れ ば な ら な い 。  

  ２  取 得 財 産 等 を 処 分 す る こ と に よ り 、収 入 が あ り 、又 は あ る と 見 込 ま れ る と き

は 、 そ の 収 入 の 全 部 又 は 一 部 を 国 に 納 付 さ せ る こ と が あ る 。  

 

（ 財 産 の 処 分 の 制 限 ）  

第 1 8  取 得 財 産 等 の う ち 適 正 化 法 施 行 令 第 1 3条 第 ４ 号 の 大 臣 が 定 め る 機 械 及 び 重

要 な 器 具 は 、 １ 件 当 た り の 取 得 価 格 又 は 効 用 の 増 加 価 格 が 5 0万 円 以 上 の 機 械

及 び 器 具 と す る 。  

 ２  適 正 化 法 第 2 2条 に 定 め る 財 産 の 処 分 を 制 限 す る 期 間 は 、 規 則 第 ５ 条 に 規 定

す る 期 間 （ 以 下 「 処 分 制 限 期 間 」 と い う 。 ） と す る 。  

 ３  機 構 は 、 処 分 制 限 期 間 中 に お い て 、 処 分 を 制 限 さ れ た 取 得 財 産 等 を 処 分 し

よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 大 臣 の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

 ４  前 項 の 承 認 に 当 た っ て は 、 承 認 に 係 る 取 得 財 産 等 の 残 存 価 値 相 当 額 又 は 処

分 に よ り 得 ら れ た 収 入 の 全 部 又 は 一 部 を 国 に 納 付 す る こ と を 条 件 と す る こ と

が あ る 。  

 

（ 残 存 物 件 の 処 理 ）  

第 1 9  機 構 は 、 補 助 事 業 等 が 完 了 し 又 は 中 止 若 し く は 廃 止 し た 場 合 に お い て 、 当

該 事 業 の 実 施 の た め に 取 得 し た 機 械 器 具 、 仮 設 物 、 材 料 等 の 物 件 が 残 存 す る

と き は 、 そ の 品 目 、 数 量 及 び 取 得 価 格 を 大 臣 に 報 告 し そ の 指 示 を 受 け な け れ

ば な ら な い 。  

 

（ 補 助 金 の 経 理 ）  

第 2 0  機 構 は 、 補 助 事 業 に つ い て の 帳 簿 を 備 え 、 他 の 経 理 と 区 分 し て 補 助 事 業 の

収 入 及 び 支 出 を 記 載 し 、補 助 金 の 使 途 を 明 ら か に し て お か な け れ ば な ら な い 。 

 ２  機 構 は 、 前 項 の 収 入 及 び 支 出 に つ い て 、 そ の 支 出 内 容 の 証 拠 書 類 又 は 証 拠

物 を 整 備 し て 前 項 の 帳 簿 と と も に 補 助 事 業 の 完 了 の 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度

か ら 起 算 し て ５ 年 間 整 備 保 管 し な け れ ば な ら な い 。  

 ３  機 構 は 、 取 得 財 産 等 に つ い て 当 該 取 得 財 産 等 の 処 分 制 限 期 間 中 、 前 ２ 項 に

規 定 す る 帳 簿 等 に 加 え 、 財 産 管 理 台 帳 そ の 他 関 係 書 類 を 整 備 保 管 し な け れ ば



な ら な い 。  

 ４  前 ３ 項 に 基 づ き 作 成 、 整 備 及 び 保 管 す べ き 帳 簿 、 証 拠 書 類 、 証 拠 物 及 び 台

帳 の う ち 、 電 磁 的 記 録 に よ る 作 成 、 整 備 及 び 保 管 が 可 能 な も の は 、 電 磁 的 記

録 に よ る こ と が で き る 。  

 

（ 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ る 申 請 等 ）  

第 2 1  機 構 は 、 第 ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 交 付 の 申 請 、 第 ６ の 規 定 に よ る 申 請 の 取

下 げ 、 第 ８ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 計 画 変 更 、 中 止 又 は 廃 止 の 申 請 、 第 1 1の 規 定

に よ る 状 況 報 告 、 第 1 2の 規 定 に よ る 概 算 払 請 求 及 び 第 1 3第 １ 項 に よ る 実 績 報

告 （ 以 下 「 交 付 申 請 等 」 と い う 。 ） に つ い て は 、 当 該 各 規 定 の 定 め に か か わ

ら ず 、 農 林 水 産 省 共 通 申 請 サ ー ビ ス （ 以 下 「 シ ス テ ム 」 と い う 。 ） を 使 用 す

る 方 法 に よ り 行 う こ と が で き る 。 た だ し 、 シ ス テ ム を 使 用 す る 方 法 に よ り 交

付 申 請 等 を 行 う 場 合 に お い て 、 本 要 綱 に 基 づ き 当 該 交 付 申 請 等 に 添 付 す べ き

と さ れ て い る 書 面 に つ い て 、 当 該 書 面 等 の 一 部 又 は 全 部 を 書 面 に よ り 提 出 す

る こ と を 妨 げ な い 。  

 ２  機 構 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 交 付 申 請 等 を 行 う 場 合 は 、 本 要 綱 の 様 式 の 定 め

に か か わ ら ず 、 シ ス テ ム に よ り 提 供 す る 様 式 に よ る も の と す る 。  

 ３  大 臣 は 、 第 １ 項 の 規 定 に よ り 交 付 申 請 等 が 行 わ れ た 機 構 に 対 す る 通 知 、 承

認 、 指 示 、 命 令 に つ い て は 、 機 構 が 書 面 に よ る 通 知 等 を 受 け る こ と を あ ら か

じ め 求 め た 場 合 を 除 き 、 シ ス テ ム を 使 用 す る 方 法 に よ る こ と が で き る 。  

 ４  機 構 が 第 ２ 項 の 規 定 に よ り シ ス テ ム を 使 用 す る 方 法 に よ り 交 付 申 請 等 を 行

う 場 合 は 、 シ ス テ ム の サ ー ビ ス 提 供 者 が 別 に 定 め る シ ス テ ム の 利 用 に 係 る 規

約 に 従 わ な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 指 導 等 ）  

第 2 2  農 村 振 興 局 長 等 は 、 本 事 業 の 適 正 な 執 行 を 確 保 す る た め 、 補 助 事 業 者 に 対

し 必 要 な 報 告 を 求 め 、 又 は 指 導 を 行 う こ と が で き る も の と す る 。  

 

  附  則  

 こ の 通 知 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 ７ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 



別記様式第１号  

 

番 号 

年 月 日 

 

 

 農林水産大臣  殿  

 

 

独立行政法人水資源機構理事長  氏  名     

 

 

   ○○年度独立行政法人水資源機構かんがい排水事業費補助金交付申請書  

 

 

 ○○年度において、下記のとおり独立行政法人水資源機構かんがい排水事業を

実施したいので、独立行政法人水資源機構かんがい排水事業費補助金交付要綱第

３の規定により補助金     円の交付を申請する。  

 

 

記  

 

 

１  経費の配分及び補助金額の算出基礎  （別紙１のとおり）  

 

２  事業完了予定年月日             年   月   日  

 

 



別紙１  
経 費 の 配 分 及 び 補 助 金 額 の 算 出 基 礎  

 
（事業の名称）○○○○事業  

 
費  目  

 
種    目  

 
工  種  

 
事業量  

 
事  業  費  

費  用  負  担  区  分   
摘   要  農業生産基盤整備  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

負担率  事  業  費  国  庫  
補助率  

国   庫  
補  助  金  

負担率  事  業  費  負担率  事  業  費  

 
建設費  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
建設事業事務費 
一般管理費等 
雑 収 入 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
工事費  
 
 
 
 
 
 
 
 
測 量 設 計 費 
用地費及補償費 
船舶及機械器具費 
営 繕 費 
実 施 計 画 費
・・・・  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
取水工  
頭首工  
堰堤工  
水路工  
排水工  
管理施設  
・・・・  
・・・・  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ％  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      円  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ％  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      円  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ％  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      円  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ％  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      円  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        合     計             



別記様式第２号  

 

番 号 

年 月 日 

 

 

 農林水産大臣  殿  

 

 

独立行政法人水資源機構理事長  氏  名     

 

 

   ○○年度独立行政法人水資源機構かんがい排水事業費補助金変更等承   

   認申請書  

 

 

   年   月   日付け○○農振第   号をもって交付決定通知のあった事業

について、下記のとおり変更（中止又は廃止）し〔金     円の追加交付（減

額承認）を受け〕たいので、独立行政法人水資源機構かんがい排水事業費補助金

交付要綱第８の規定により申請する。  

 

 

記  

 

 

１  経費の配分及び補助金額の算出基礎  （別紙１のとおり）  

 

２  事業完了予定年月日             年   月   日  

 

３   理由書  

 

（注）１  金額の変更のない変更申請は〔   〕の部分を除く。  

    ２  「別紙１」は、変更に係る部分についてのみ変更前を括弧書で上段

に記載すること。  

 

 

 

 

 



別記様式第３号  

 

番 号 

年 月 日 

 

 農林水産大臣  殿  

 

独立行政法人水資源機構理事長  氏  名     

 

 

○○年度独立行政法人水資源機構かんがい排水事業費補助金遅延届出書  

 

 ○○年○月○日付け○○農振第○○号をもって補助金の交付決定通知のあった

事業について、下記の理由により（予定の期間内に完了しない／遂行が困難とな

った（注１））ため、独立行政法人水資源機構かんがい排水事業費補助金交付要

綱第 10の規定に基づき届け出ます。  

 

記  

 

１  補助事業が（予定の期間内に完了しない／遂行が困難となった（注１））理  

 由  

２  補助事業の遂行状況  

 

費 目  

 

 

 

 

種 目  

 

 

 

 

工 種  

 

 

 

 

実 施 計 画  

 

事 業 の 遂 行 状 況   

備 考  

 

 

 

○ 年 ○ 月 ○ 日 ま で に 完 了

し た も の  

○ 年 ○ 月 ○ 日 以 降

に 実 施 す る も の  

事 業 費  

   A  

国 庫 補

助 金  

事 業 費  

    B  

国 庫 補

助 金  

進 捗 率  

  B / A  

事 業 費  

 

国 庫 補

助 金  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    円  

 

 

   円  

 

 

    円  

 

 

   円  

 

 

   ％  

 

 

    円  

 

 

    円  

 

 

 

 

 

 

 事業完了予定年月日       年   月   日  

 

 （注）１  括弧内は、該当するものを記載すること。  

    ２  補助事業の遂行状況は、届出時点において確認されている直近の遂

行状況を記載することとし、「○年○月○日以降に実施するもの」欄

は、完了時期を延期して事業を継続したい場合のみ記載すること。  



別記様式第４号  

 

番 号 

年 月 日 

 

 

 農林水産大臣  殿  

 

 

独立行政法人水資源機構理事長  氏  名     

 

 

   ○○年度独立行政法人水資源機構かんがい排水事業遂行状況報告書  

 

 

 ○○年○月○日付け○○農振第○○号をもって交付決定通知のあった事業につ

いて、独立行政法人水資源機構かんがい排水事業費補助金交付要綱第 11 の規定に

より、その遂行状況を下記のとおり報告する。  

 

 

記  

 

 （事業の名称）  ○○○○事業  

 

費  目  

 

 

 

 

種  目  

 

 

 

 

工  種  

 

 

 

  

実施計画  

 

 事業の遂行状況    

進捗率 

 

 

   B /A  

 

摘要  

 

 

 

○年○月○日まで

に完了したもの  

事業費  

     Ａ  

国庫補助金 

 

事業費  

     Ｂ  

国庫補助金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     円  

 

 

 

 

 

 

 

 

      円  

 

 

 

 

 

 

 

 

     円  

 

 

 

 

 

 

 

 

      円  

 

 

 

 

 

 

 

 

    ％  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業完了予定年月日      年   月   日  



別記様式第５号  

 

番 号 

年 月 日 

 

 

   ○○年度独立行政法人水資源機構かんがい排水事業費補助金の概算払   

   請求書  

 

 

 農林水産大臣  殿  

 官署支出官  農林水産省大臣官房予算課経理調査官  殿  

 

   

                   独立行政法人水資源機構理事長 氏 名   

  

 

  年  月  日付け○○農振第   号で補助金の交付決定の通知のあった事業に

ついて、独立行政法人水資源機構かんがい排水事業費補助金交付要綱第 12の規定

に基づき、概算払の請求をしたいので、下記により金○○円を概算払によって交

付されたく請求する。  

 また、併せて、○年○月○日現在における遂行状況を下記のとおり報告する。

（注）  

 

記  

                                                 

 

 

区 分  

 

 

 

補 助 事

業 に 要

す る 経

費  

 

 

（ A）  

国 庫 補

助 金  

 

 

 

（ B）  

既 受 領 額  

遂 行 状

況 報 告  
（ C）  

今 回 請 求 額  

(A) -( (B )+(C ) )  

残 額  

事 業 完

了 予 定

年 月 日  

 

 

 

 

 

備

考  

 

 

 

金 額  

 

 

出 来 高  

 

 

 

○ 月 ○

日 現 在

の 出 来

高  

 

金 額  

 

 

○ 月 ○

日 現 在

の 予 定

出 来 高  

 

金 額  

 

 

○ 月 ○

日 ま で

の 予 定

出 来 高  

     円      円     円     ％      ％     円      ％     円       ％    

            
計             

   

 （注）下線部は、第 11第１項ただし書による場合のみ記載することとし、記載

しない場合は表中の遂行状況報告欄は空欄とすること。  



別記様式第６号  

 

番 号 

年 月 日 

 

 

 農林水産大臣  殿  

 

 

独立行政法人水資源機構理事長  氏  名     

 

 

  ○○年度独立行政法人水資源機構かんがい排水事業費補助金実績報告書  

 

 

   年   月   日付け○○農振第   号をもって補助金の交付決定通知のあ

った事業について、交付決定通知の内容に従い実施したので、独立行政法人水資

源機構かんがい排水事業費補助金交付要綱第 13第１項の規定により、その実績を

下記のとおり報告する。  

（また、併せて精算額として独立行政法人水資源機構かんがい排水事業費補助金  

  円の交付を請求する。）  

 

 

記  

 

１  経費の配分及び補助金額の算出基礎  （別紙１のとおり）  

 

２  国庫補助金精算書        （別紙２のとおり）  

 

３  事業完了年月日              年   月   日  

 

（注）１  「別紙１」は、申請書と実績報告書の経費の配分及び補助金

の算出基礎が比較対照できるよう申請書の内容を括弧書で上段

に記載すること。  

２  添付書類については、各事業費の根拠となる支払経費ごとの

内訳を記載した資料又は帳簿の写しを添付すること。   



別紙２  
 

国 庫 補 助 金 精 算 書 

 
 

 
事  業  名  

 

 
本年度  
計  画  
事業費  

 

 
土地改良分 
補助対象 
事 業 費 

 

 
国庫補助金 
交 付 
決 定 額 

 

 
精 算 
事 業 費 
総 額 

 

 
土地改良分 
補助対象 
精 算 
事 業 費 

 
精 算 
国 庫 
補 助 額 

 

 
概算払 
受 領 
総 額 

 

 
差引国庫 
補 助 金 
未 受 領 
（返還）額 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

円  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

円  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

円  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

円  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

円  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

円  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

円  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

円  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別記様式第７号 
 

番 号 
年 月 日 

 
 農 林 水 産 大 臣 殿 
 
 

独立行政法人水資源機構理事長  氏  名    
 
 

○○年度独立行政法人水資源機構かんがい排水事業費補助金年度終了実績報告書 
 
 
   年  月  日付け  第   号をもって補助金の交付決定通知のあった事業につ

いて、独立行政法人水資源機構かんがい排水事業費補助金交付要綱第13第２項の規定により、

実績を下記のとおり報告する。 
 

記 
 
補助事業の実施状況 

事業名 

 
 
 

○年度計画額 

 

○年度出来高 

 

翌年度への繰越額 

 

○年度概

算払受領

額 

 

補助事業

の終了予

定年月日 

 

備考 

 
 
 

事業費 

 

国庫補助 
金 

事業費 

 

国庫補助 
金 

事業費 

 

国庫補助 
金 

 
 
 

計 

円 

 
 
 

円 

 
 
 

円 

 
 
 

円 

 
 
 

円 

 
 
 

円 

 
 
 

円 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
注）１ 本様式は、年度内に補助事業が完了しなかった場合に提出するものとする（翌年度 

繰越を行った場合のほか、国庫債務負担行為にかかる場合や、補助金額全額を概算払 

で受入済だが予期せぬ事故により結果として年度内に完了しなかった場合を含む。） 
  ２ ○年度計画額欄は、年度内に軽微な変更を行っている場合は、軽微な変更後の金額 

によるものとし、軽微な変更前の金額を上段括弧で記載すること。 
  ３ 繰越に際し、交付決定に係る補助事業を年度内完了に係るものと繰越に係るものに 

分割した場合は、区分して記載すること。 


